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令和８年度 日赤活動資金の募集について【協力依頼】 

１ 事業の趣旨 
  令和８年度「日赤活動資金募集」への協力依頼。  
  例年、赤十字活動につきましては、格別のご理解ご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。 
  本年度もその活動財源となります標記活動資金へのご協力につきまして、次のとおり募集させて 
いただきますので、ご協力くださいますようお願いいたします。 

２ お願いしたいこと 
【 区 連 長 】ご承知おきください。 
【地区連長】地区連合定例会にて情報提供をお願いいたします。 
【単位会長】日赤活動資金の募集にご協力をお願いいたします。 

３ 募集期間 
令和８年５月１日～６月 30 日 
※令和８年度分の活動資金については、令和８年８月末日までに納入くださいますようお願いいたし
ます。

４ 納入方法 
  次のいずれかの方法で納入をお願いいたします。 
（１） 郵便局にて払込 ※同封の払込用紙をご使用ください。

 
 

（２） 直接持参
下記事務局まで直接ご持参ください。
【窓口受付時間】 祝祭日を除く、月～金 午前９時～午後５時

（区社協協力金と同時にお預かりさせていただきます） 

５ 活動資金の使途内容 
集められた活動資金（募金）の 8割は、国内外で発生した自然災害等の救援・救助活動や、ボランテ

ィアの育成、看護師養成、社会福祉活動事業の援助等に広く使われます。 
また 2割は、区内で実施する各種救急法等の講習、地域支援事業、民家火災発生時や水害発生時

の救援物資等に使われる予定です。 

６ 別紙 
（１） 令和８年度 日赤活動資金予定額一覧表（地区別）
※対象世帯数は令和 8 年 1 月 1 日の自治会・町内会加入世帯数から 5％を控除したものです。
なお、必要に応じて各自治会において世帯数等を修正して算出してください。

【事務局】 

社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会 （担当 高森・小沼） 

電 話 ： 045-894-8521   F A X ： 045-892-8974 

e-mail ：office@sakaeku-shakyo.jp

区連会４月定例会資料 

令和８年４月 2０日 

栄区社会福祉協議会 

令和７年度より、郵便局にて払込により納入いただいた場合は、郵便局の「払込票兼受領証」をもって、

日赤活動資金の領収書とさせていただきます。改めて領収書等の発送はいたしませんので、ご了承ください。 

なお、別途領収書が必要な場合は、事務局までお申し出ください。個別に対応させていただきます。 
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令和８年度 区社協協力金について【協力依頼】 
 

１ 事業の趣旨 

  令和８年度「区社協協力金」への協力依頼。  

  平素より地域福祉の推進に多大なるご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

  本会では、栄区に住む誰もが安心して生活できる街づくりを目的に、高齢者や障害者、子育て世帯

や生活困窮世帯等への支援活動、地区社会福祉協議会への活動助成等を行っています。今後も地域

の皆様とともに活動を継続・発展させるため、区社協協力金へのご協力をお願いいたします。 
  
２ お願いしたいこと 

【 区 連 長 】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会にて情報提供をお願いいたします。 

【単位会長】区社協協力金にご協力をお願いいたします。 

 

３ 募集期間 

令和８年５月１日～６月 30 日 

※令和８年度分の区社協協力金については、令和８年８月末日までに納入くださいますようお願い 

いたします。 

 

４ 納入方法 

  次のいずれかの方法で納入をお願いいたします。 

（１） 郵便局にて払込 ※同封の払込用紙をご使用ください。 

 

 

 

 

（２） 直接持参 

下記事務局まで直接ご持参ください。 

【窓口受付時間】 祝祭日を除く、月～金 午前９時～午後５時 

（日赤活動資金と同時にお預かりさせていただきます） 

 

５ 別紙 

（１） 令和８年度 区社協協力金予定額一覧表（地区別） 
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なお、必要に応じて各自治会において世帯数等を修正して算出してください。 
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